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令和６年度の雇用保険の保険料率につ

いて、厚生労働省からお知らせがありま

した。 

その率は、令和５年度の率と同じだと

いうことです。 

･

雇用保険に関する保険料のうち、雇用

保険二事業に充てる部分は、その全額を

事業主の方々が負担しており、助成金の

主な財源となっています。助成金につい

ても、令和６年度に向けた新しい情報が

徐々に公表されることになると思われま

す。必要なものについては、適時お伝え

するようにします。 

    内  訳 

事業の種類 
雇用保険率 

失業等給付・育児休業給付の料率 二事業の料率 
被保険者 
負担分 

事業主負担分 

いわゆる一般の事業 
1,000 分の 15.5 
〔1,000 分の

15.5〕 

1,000 分の６ 
〔1,000 分の

６〕 

1,000 分の６ 
〔1,000 分の６〕 

1,000 分の 3.5 
〔1,000 分の 3.5〕 

計 1,000 分の 9.5
〔1,000 分の 9.5〕 

いわゆる農林水産業 
清酒の製造の事業 

1,000 分の 17.5 
〔1,000 分の

17.5〕 

1,000 分の７ 
〔1,000 分の

７〕 

1,000 分の７ 
〔1,000 分の７〕 

1,000 分の 3.5 
〔1,000 分の 3.5〕 

計 1,000 分の 10.5
〔1,000 分の 10.5〕 

いわゆる建設の事業 
1,000 分の 18.5 
〔1,000 分の

18.5〕 

1,000 分の７ 
〔1,000 分の

７〕 

1,000 分の７ 
〔1,000 分の７〕 

1,000 分の 4.5 
〔1,000 分の 4.5〕 

計 1,000 分の 11.5
〔1,000 分の 11.5〕 

令和６年度の雇用保険の保険料率 

前年度と同率（据え置き） 

［ 今月の NEWS ］

●令和６年度の雇用保険の保険料率と負担の内訳

令和６年度の雇用保険の保険料率 

4/10 ●

4/15 ● 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出期限 

4/30 ● ３月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 
● ２月決算法人の確定申告と納税・８月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 
● ３月・８月・11 月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 
●

お仕事 

カレンダー

４月

〔   〕は令和５年度の率
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健康保険、船員保険、厚生年金保険及

び労働保険においては、現物給与の価額

を厚生労働大臣が定めることとされてい

ますが、現物給与の価額をより現在の実

態に即したものとするため、食事で支払

われる報酬等に係る現物給与の価額が改

正されました。 

適用は、本年（令和６年）４月１日か

ら。 

 今回は、住宅で支払われる報酬等

に係る現物給与の価額については、改正

はありません。 

本年４月から、一部の府県を除き、食

事で支払われる報酬等に係る現物給与の

価額が改正されます。 

現物給与として処理している食事代等

がある企業では、改正の有無（改正があ

る場合はその金額）を必ずチェックして

おく必要があります。 

お声かけくだされば、令和６年度の現

物給与の価額の一覧表をご用意いたしま

す。 

「令和６年度の現物給与の価額」が決定 

［ 今月の NEWS ］

現物給与の価額（令和６年度）／ 

食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の一部

赤字が改正箇所 
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令和６年２月 23 日から、１か月単位の

変形労働時間制に関する協定届などにつ

いても、本社一括届出が可能となりまし

た。ポイントを確認しておきましょう。 

令和６年２月 23 日から、新たに本社一

括届出の対象となった手続は、次の６手続

です。 

・１か月単位の変形労働時間制に関する協 

 定 

・１週間単位の変形労働時間制に関する協 

 定 

・事業場外労働に関するみなし労働時間制 

に関する協定 

・専門業務型裁量労働制に関する協定 

・企画業務型裁量労働制に関する決議 

・企画業務型裁量労働制に関する報告 

これらの協定届等は、本来であれば、

事業場単位でそれぞれの所在地を管轄す

る労働基準監督署に届け出る必要があり

ますが、次の条件を満たす場合には、本

社において各事業場の協定届などを一括

して本社を管轄する労働基準監督署に届

け出ることが可能となりました 

＜本社一括届出が可能な要件＞ 

ォ 電子申請による届出であること 

ォ それぞれの手続について、一定の項

目を除き記載内容が同一であること 

ォ 事業場ごとに記載内容が異なる項目

については、厚生労働省 HP 又は e-

Gov の申請ページから Excel ファイル

「一括届出事業場一覧作成ツール」

をダウンロードし、内容を記入して

添付すること 

確 認 36 協定届、就業規則届、1 年単

位の変形労働時間制に関する協

定届は、すでに本社一括届出が

可能とされています。 

労基法の協定届等の 

本社一括届出の範囲が拡大 

［ 今月の NEWS ］

１か月単位の変形労働時間制に関する

協定届などの本社一括届出のポイント

詳しい要件につい

ては、気軽にお尋ね

ください
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令和６年２月中旬、「子ども・子育て支

援法等の一部を改正する法律案」が国会

に提出されました。 

この改正法案は、異次元の少子化対策

として話題になった「加速化プラン」の

施策を着実に実行するためのものです。 

ここでは、企業実務に着目して、影響

が大きい改正事項を紹介します。 

＜共働き・共育ての推進＞ 

 両親ともに育児休業を取得した場合

に支給する出生後休業支援給付及び

育児期に時短勤務を行った場合に支

給する育児時短就業給付を創設する

（雇用保険法等の改正：令和７年４月

１日施行予定）。 

＜子ども・子育て支援金制度の創設＞ 

 国は、児童手当の拡充、出生後休業支

援給付及び育児時短就業給付の創設

などに必要な費用に充てるため、医療

保険者から「子ども・子育て支援納付

金」を徴収することとし、額の算定方

法、徴収の方法、社会保険診療報酬支

払基金による徴収事務等を定める（子

ども・子育て支援法の改正：令和６年

10 月１日施行予定）。 

 医療保険者が被保険者等から徴収す

る保険料に、「子ども・子育て支援納付

金」の納付に要する費用（「子ども・子

育て支援金」）を含めることとし、医療

保険制度の取扱いを踏まえた被保険

者等への賦課・徴収の方法等を定める

（医療保険各法等の改正：令和８年４

月１日施行予定）。 

異次元の少子化対策の財源をどうする

のか？ 注目を集めていましたが、結局は、

医療保険の保険料に上乗せすることによ

り、労働者・事業主などに負担させる模様

です（上記の最後の 参照）。 

政府は、その負担の増加分（１人当たり

月 1,250 円〔労使計〕程度という話が出て

います）を帳消しにするような賃上げを実

現して、理解を得ようとしています。 

詳細はまだ分かりませんが、令和８年４

月から、医療保険の保険料に上乗せがなさ

れる予定であることは、頭に入れておきま

しょう。 

医療保険の保険料に子ども・子育て分を 

上乗せへ 改正法案を国会に提出 

［ 今月の NEWS ］

「子ども・子育て支援法等の一部を 

改正する法律案」から抜粋 
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日本商工会議所から、「中小企業の人手

不足、賃金・最低賃金に関する調査」の集

計結果が公表されました。 

（調査期間は本年１月４日～26 日：回答が

あった中小企業 2,988 社の結果を集計） 

ここでは、企業実務に着目して、影響が

大きい改正事項を紹介します。 

＜人手不足の状況＞ 

ォ 人手が「不足している」と回答した企

業は 65.6％。 

３社に２社が人手不足の厳しい状況続

く。 

ォ 人手不足への対応方法は、「採用活動

の強化（非正規社員含む）」（81.1％）

が最多。 

「事業のスリム化、ムダの排除、外注

の活用」（39.1％）や、「女性・高齢者・

外国人材など多様な人材の活躍推進」

（37.3％）は、４割弱にとどまる。 

＜令和６年度の賃上げ＞ 

ォ 令和６年度に「賃上げを実施予定」と

する企業は 61.3％と６割超。 

昨年度から 3.1 ポイント増加。 

ォ 従業員規模５人以下の企業では、「賃

上げ実施予定」は 32.7％と３割強にと

どまり、「賃上げを見送る予定（引下げ

予定を含む）」が 16.8％と２割近く。 

「賃上げ実施予定」の企業の割合は、 

規模が小さい企業ほど低い。 

ォ 令和６年度の賃上げ率の見通しにつ

いては、「３％以上」とする企業が

36.6％と４割近くに達しており、

「５％以上」とする企業は１割

（10.0％）にとどまっている。 

中小企業では、人手不足というネック

もあり、生産性を高めた上で賃上げを実

施することは、なかなか難しい状況にあ

りますね。 

人手不足への対応としては、賃上げに

つなげるためにも、省力化や多様な人材

の活躍推進などの取組が求められるとこ

ろですが、中小企業では、採用活動の強

化に偏っている傾向にあるようです。 

賃上げの実施や人手不足への対応など

に対する政府の支援策（助成金など）も

ありますので、必要であれば、気軽にご

相談ください。 

中小企業の65.6％が人手不足と回答 

（日商の調査） 

［ 今月の NEWS ］

「中小企業の人手不足、賃金・最低 

賃金に関する調査」から抜粋  
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令和６年 10 月から、常時 50 人を超え

100 人以下の規模の事業所も「特定適用事

業所」とされるため、当該事業所では、

これまで健康保険・厚生年金保険の被保

険者でなかった短時間労働者のうち、週

所定労働時間 20 時間以上、月額賃金 8.8

万円以上などの要件を満たす者を、健康

保険・厚生年金保険の被保険者として取

り扱う必要があります。 

その対象となる事業所では、どのよう

な手続が必要となるのでしょうか？ 

通常、特定適用事業所に該当した場合、

日本年金機構の事務センター等へ特定適

用事業所該当届を届け出る必要がありま

す（健康保険組合が管掌する健康保険の特

定適用事業所該当届については、健康保険

組合へ届け出ることになります）。 

  ↓ しかし 

新たな規模要件に該当し、施行日（令和

６年 10 月１日）から特定適用事業所に該

当する場合については、次のように取り扱

うこととされています。 

なお、特定適用事業所となったことに

伴い、新たに被保険者資格を取得する短

時間労働者がいる場合は、各適用事業所

がその者に係る被保険者資格取得届を令

和６年 10 月７日までに日本年金機構の事

務センター等へ届け出る必要があります

（健康保険組合が管掌する健康保険の被

保険者資格取得届については、健康保険

組合へ届け出ることになります）。 

上記のように特定適用事業所に該当し

たことについては、手続は不要です。 

逆にいえば、要件に該当していれば、

手続をしなくても、特定適用事業所とし

て取り扱われることになります。 

 しかし、新たに被保険者資格を取得す

る短時間労働者がいる場合には、被保険

者の資格取得に関する手続が必要となり

ます。 

 不明な点などがあれば、気軽にお尋ね

ください。 

令和６年10月からの短時間労働者に対する

社会保険の更なる適用拡大 vol.2 

［ 今月の NEWS ］

令和６年 10月からの更なる適用拡

大の具体的内容 vol.2／規模要件に

該当した企業における手続は？ 

令和５年 10 月から令和６年８月までの

各月のうち、使用される厚生年金保険の

被保険者の総数が６か月以上 50 人を超え

たことが確認できる場合は、日本年金機

構において対象の適用事業所を特定適用

事業所に該当したものとして扱い、対象

の適用事業所に対して「特定適用事業所

該当通知書」を送付するため、特定適用

事業所該当届の届出は不要です（法人事

業所の場合は、同一の法人番号を有する

全ての適用事業所に対して通知書を送

付）。 
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従業員に対し昼食を支給する場合は、

①食事手当として金銭で支給する場合、

②食事の現物として支給する場合でそれ

ぞれ取り扱いが異なります。また、①②

それぞれで社会保険の保険料算定の対象

となるかどうかについてもポイントとな

ります。 

食事手当を金銭で支給する場合には、

いわゆる金銭給与に該当することから、

その支給額にかかわらず給与所得として

所得税の課税対象となり、源泉徴収する

必要があります。 

飲食店などで購入した食事を無償で従

業員に支給する場合には、その食事の購

入価格が従業員の給与所得として所得税

の課税対象となり、源泉徴収をする必要

があります。 

従業員から食事の購入価格の半額以上

を徴収している場合には、会社の負担額

が 1ヶ月に 3,500 円（税抜）以下のとき

に限り、給与所得として所得税の課税対

象とはならず、源泉徴収をする必要はあ

りません。 

 ちなみに飲食店などで従業員に“まか

ない”を支給しているケースがあるかと

思いますが、それ自体も食事の現物支給

に該当します。そのため“まかない”を

福利厚生費として取り扱うためには、つ

くるためにかかった費用の半額以上を従

業員から徴収しなければなりません。 

社会保険の保険料算定では、価格の３

分の２以上を徴収している場合に限り、

社会保険料の対象とはなりません。価格

とは“厚生労働大臣が定める価額”であ

り、例えば広島県では、1日の昼食は 270

円と決められています（2024 年 3 月時

点）。そのため保険料算定に含めたくない

場合は、その３分の２の 180 円以上を従

業員から徴収しなければなりません。 

人事労務の相談室 Ｑ＆Ａ 

［ 労務情報 ］

Ｑ．

当社では、福利厚生の一環として、従

業員に対し昼食の支給を検討していま

す。その場合、従業員に対する課税の

取り扱いはどうなりますか？

Ａ． 

支給の仕方によって、課税の対象にな

る場合とならない場合がでてきます。

また、社会保険の取り扱いについても

影響を及ぼす可能性があります。

今回のポイント 

食事の現物で支給する場合 

社会保険料の取り扱い 

金銭で支給する場合 
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労働関係指標（2024 年 1 月) 

有効求人倍率 

（季節調整値※） 

全国  1.27 倍 

有効求人数 

全国 2,468,036 人

有効求職者数 

全国 1,834,613 人 

広島県 1.50 倍 広島県 68,130 人 広島県 45,452 人 

福山市 1.78 倍 福山市 13,070 人 福山市  7,353 人

※ 季節調整値：前月からの変化を適切に捉えるため、季節変動の影響を除いた数値（原数値から季節変動を除去した結果数値） 

定期給与 現金給与総額（2023 年 12 月)
全国 東京都 大阪府 広島県 岡山県 

572,334 円 760,613 円 612,489 円 588,291 円 524,939 円 

人事労務の統計指標 

［ 統計指標 ］

参考：毎月勤労統計調査（全国調査・地方調査） 結果の概要｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 他 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1a.html
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現金給与総額（5人以上）

全国 東京都 大阪府 広島県 岡山県
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2023
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月間有効求人・求職・求人倍率の推移

有効求人数 有効求職者数 有効求人倍率(福山所) 広島県有効求人倍率 全国有効求人倍率

1.27

1.78

1.50



４月号/２０２４

クロウド社会保険労務士事務所                10 

参考：労働力調査 - 統計情報 ¦ 広島県 (hiroshima.lg.jp)他

※完全失業率：「労働力人口」に占める「完全失業者」の割合

労働関係指標（2023 年 10 月～12 月期平均) 

完全失業率 

広島県 2.0% 

完全失業者数 

広島県 29,000 人

就業者数 

広島県 1,453,000 人 

東京都 2.1% 東京都 185,00 人 東京都 8,425,000 人 

大阪府 2.6% 大阪府 126,00 人 大阪府 4,742,000 人

人事労務の統計指標 

［ 統計指標 ］
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2019年
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2020年
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2021年
1-3月 4-6月 7-９月 10-12月

2022年
1-3月 4-6月 7-9月 10-12月

2023年
1-3月 4-6月 7-９月 10-12月

完全失業者数（広島県）と完全失業率

完全失業者数（広島県） 全国 中国地方 東京都 大阪府 広島県 岡山県

1,456,000 

1,428,000 

1,456,000 

1,447,000 

1,448,000 

1,422,000 

1,450,000 

1,440,000 

1,442,000 

1,433,000 

1,457,000 

1,449,000 

1,454,000 

1,429,000 

1,458,000 

1,455,000 

1,453,000 

1,410,000
1,415,000
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2019年
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2021年
1-3月 4-6月 7-９月 10-12月

2022年
1-3月 4-6月 7-9月 10-12月

2023年
1-3月 4-6月 7-９月 10-12月

就業者数（広島県）
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今回の名城訪問は鬼ノ城です。 

“おにのしろ”と読んでしまいそうにな

りますが、正しい読み仮名は“きのじょ

う”になります。吉備平野を見おろす標

高約 400 メートルの鬼城山に築かれた謎

の古代山城（古代日本の山城）です。 

前号の備中松山城を訪問した直後に急

遽立ち寄ることを決めたため、古代日本

の城に詳しくない私にとっては、予備知

識のないままの名城訪問になりました

（これが後々の後悔に）。所在地の岡山県

総社市までは高梁市から 40 ㎞ほどの旅路

になります。賀陽インターチェンジから

岡山自動車道で総社インターチェンジま

で。そこから道幅の狭い山道を進み、鬼

城山ビジターセンターの駐車場に向かい

ます。所要時間は 50 分程度です。 

駐車場に停車後、足早にビジターセン

ター内のスタンプ設置場所に向かい、あ

っさりとミッションクリア。さすがに名

城らしさを全く感じないまま下山するの

は勿体ないと思い、山道の先の先にある

遺構へとハイキング感覚で向かったので

すが、これが大きな間違いでした。 

なにせ私にとっては登山のあとのハイ

キング。しかも昼食抜きで木々に覆われ

て薄暗くアップダウンのある山道を一人

で進んでいくのはなかなかのキツさでし

た（周囲には誰ひとりいません）。 

結局途中で怖くなり目的地手前で引き返

す羽目になりました。後悔先に立たず。

準備不足を深く恥じ入るばかりです。 

とはいえ、唐・新羅連合軍の日本侵攻

に備えて築城され、桃太郎の原型ともい

われる鬼退治「温羅伝説」の伝承地とし

ても知られている古代山城は、まさに

“日本一の鬼ノ城”でしょう。 

さて、次回は短期間ながら日本の臨時

首都として機能したこともあるあの名城

です。どうぞお楽しみに！ 

（橋本） 

日本１００名城に行こう vol.3 

～#69 鬼ノ城 （岡山県総社市）～ 

［ 歴史探訪 ］

【天守なし】 

① 城区分：山城 

② 築城年：7世紀後半説が有力 

③ 築城者：ヤマト政権が有力 

④ 指定文化財 

・国指定史跡 
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ゆんたくひんたく 

［ coffee break ］


